
企業倫理行動規範 

 
当社は、渋沢栄一翁の教えである「論語と算盤」を社是としています。その意味するとこ

ろは、倫理の追求と営利の追求という２つの行為を両立させること、即ち、厳しい倫理観の

もとに、社会やお客様に喜んでいただける良い仕事をすれば、必ず社業は発展するという信

念をもって、事業活動を行うことです。 

これは、どのような時代にあっても立派に通用する考え方であり、不変のものです。そし

て、企業の社会的責任が強く求められている時代の中で、役員･従業員全員が、日頃から社

是を良く理解し、その精神に則ってより具体的な行動が出来るよう、「企業倫理行動規範」

を制定し、周知徹底を図っています。 

経営幹部が率先垂範することは勿論ですが、従業員の皆さんも、自らの行動を律するとと

もに、絶えずこの「企業倫理行動規範」に従って行動するよう努めてください。 

 

                                           社長  新 村 達 也 

 

第一 社会的使命の達成 

１．人を大切にする企業の実現 

人を大切にする企業として、安全対策を強化・充実させることはもとより、豊かで快

適な職場環境を確保するため、従業員の多様性・人格・個性を尊重し、差別禁止・ハ

ラスメント禁止の徹底を図るなど、積極的に雇用・労働条件の改善に努める。 

 
２．社会の要請に応えた事業活動の推進 

社会のニーズを正しく把握し、個人情報・顧客情報の保護に十分配慮しつつ、より安

全で良質な建設生産物やサービスを適正価格で提供するとともに、提供後のフォロー

体制の整備・充実に努め、顧客の満足と信頼を得る。 

 
３．より良い地球環境の創造と保全 

より良い地球環境を創造するため、環境保全に十分配慮した事業活動を推進し、特に

建設副産物についてはリサイクルや適正処理に万全を期する。 

 
４．社会との共生 

地域社会との良好な関係を構築・維持することはもとより、積極的に社会貢献活動を

推進し、社会との共生を図る。 

海外において事業活動を行うに際しては、国際ルールや現地の法律の順守はもとよ

り、その文化や慣習を尊重し、現地の発展に貢献するよう努める。 

さらに、大地震等の自然災害発生時においては、災害対応活動を迅速かつ組織的に行

い、企業の社会的使命・役割を遂行し、社会に貢献する。 

 
５．企業情報の公正な開示 

積極的かつ公正に企業情報を開示することにより、「開かれた企業」として社会の信

頼を得るとともに、内部情報管理に関する社内規程等を順守し、インサイダー取引を

行わない。 

 
６．公正な競争の推進 

生産性の向上、高い技術力の蓄積、トータルコストの削減等を通じて企業競争力を強

化することにより、公正かつ自由な競争を行う。  

 
７．協力会社とのパートナーシップの保持 

専門工事業者、資材業者等の協力会社とは、互いの立場を尊重し、良きパートナーと

しての関係を保持し続けていくために、公正な契約を締結するとともに、役割の明確

化を図り、合理的な生産システムを確立する。  



 
 
第二 法令等の順守 

１．法令等の順守 

国の内外を問わず、すべての法規・基準を順守するとともに、世間の疑惑を招くよう

な行為、社会の常識とかけ離れた行為は行わない。 

 
２．公正な入札の実施 

公共・民間を問わず、工事の入札に際しては、刑法や独占禁止法等に違反する行為は

もとより、入札の公正を阻害する行為は行わない。 

 
３．政治・行政との透明な関係の確立 

政治・行政との関わりについては、政治資金規正法、公職選挙法、建設業法等関連法

令の趣旨を踏まえ、透明で公正な関係を保つ。 

国内外において、贈賄行為はもとより、公務員等に対する不正な利益供与は行わな

い。 

 
４．反社会的行為の根絶 

暴力団対策法その他の関係法令の趣旨に則り、暴力団や総会屋等、市民に脅威を与え

る反社会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、あるいはこれら勢力等を利用す

る反社会的行為は行わない。 

 
５．企業会計の透明化 

違法な支出を行わない等不正経理を排除し、また、企業会計の透明化、健全化に努め

る。  

 
 
第三 実践のための措置 

１．教育と啓発 

会社は、役員・従業員がこの企業倫理行動規範について十分な理解を得るために必要

な教育・研修を行う。  

 
２．社内体制の整備 

会社は、役員・従業員によるこの企業倫理行動規範の順守を支援するため、企業倫理

委員会や推進担当部署を設けるなど、適宜、社内体制を整備する。 

 
３．違背に対する措置 

会社は、役員・従業員がこの企業倫理行動規範に違背した場合、役員については役員

会（取締役会・監査役会）で、また従業員については就業規則に基づき、それぞれ厳

正な処分を行うとともに、経営トップ自らが問題解決にあたり、原因の究明と再発の

防止に努める。 

以 上 

 


